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お知らせ

個
人
事
業
税
第
２
期
分
の
納
税
を
お
忘
れ
な
く

■問
西
尾
張
県
税
事
務
所
県
民
税
・
事
業
税

第
二
グ
ル
ー
プ

☎
０
５
８
６（
45
）３
１
６
９

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/

個
人
事
業
税
の
第
２
期
分
の
納
期
限
は
11
月

30
日（
月
）で
す
。

　
第
２
期
分
の
納
付
書
は
、
８
月
に
お
送
り

し
た
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
い
ま
す
の
で
、

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い（
納
付
書
を
紛
失
さ
れ
た
方
は
、
管
轄
の

県
税
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

▼
納
付
場
所
お
よ
び
納
付
方
法
／

・
金
融
機
関
、
県
税
事
務
所
の
窓
口

・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置
店

・Pay-easy

（
ペ
イ
ジ
ー
）に
対
応
し
た
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
ま
た
は
Ａ
Ｔ
Ｍ

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ（PayB

）に
よ

る
納
付

※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置

店
、PayB

に
よ
る
納
付
は
、
納
付
書
の
納

付
金
額
が
30
万
円
以
下
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

▼
そ
の
他
／
領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
、
金

融
機
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）の
窓
口
、

県
税
事
務
所
の
窓
口
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置
店
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
納
付
に
は
便
利
で
安
全
な

口
座
振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。
ご
希
望
の

方
は
口
座
を
開
設
し
て
い
る
金
融
機
関
の
窓

口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

■問
消
防
本
部
予
防
課

☎（
26
）１
１
０
９

　
11
月
9
日（
月
）か
ら
15
日（
日
）ま
で
秋
の

火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
時

季
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
火
災
予
防
意
識
の

一
層
の
普
及
を
図
り
、
火
災
の
発
生
を
防
止

し
、
住
宅
火
災
で
の
高
齢
者
を
中
心
と
す
る

死
者
の
発
生
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
皆

さ
ん
の
大
切
な
生
命
や
財
産
を
守
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
全
国
的
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

▼
内
容
／

・
消
防
自
動
車
に
よ
る
消
防
署
・
消
防
団
の

防
火
宣
伝

・
セ
ス
ナ
機
に
よ
る
空
か
ら
の
防
火
宣
伝

・
大
型
店
舗
な
ど
の
立
入
検
査

・
市
内
学
校
で
校
内
放
送
に
よ
る
防
火
啓
発

・
消
防
団
に
よ
る
サ
イ
レ
ン
吹
鳴（
午
後
8
時
）

・
枯
草
除
去
指
導

「
愛
知
県
最
低
賃
金
」
が
10
月
１
日
か
ら

時
間
額
927
円
に
改
定
さ
れ
ま
し
た

■問
津
島
労
働
基
準
監
督
署

☎（
26
）４
１
５
５

愛
知
労
働
局
賃
金
課

☎
052（
972
）０
２
５
７

　
愛
知
県
内
の
事
業
所
で
働
く
常
用
、臨
時
、

パ
ー
ト
な
ど
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
津
島
労
働
基
準
監
督
署
、
ま

た
は
愛
知
労
働
局
賃
金
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

全
国
一
斉

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

■問
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎
052（
952
）８
１
１
１

▼
日
時
／
11
月
12
日（
木
）～
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

※
11
月
14
日（
土
）、
15
日（
日
）は
午
前
10
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で

▼
内
容
／
Ｄ
Ｖ
、
セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権
問
題
に

つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

※
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
専
用
電
話
／

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
５
７
０（
070
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

＠
名
古
屋
法
務
局

公
式
ア
カ
ウ
ン
ト@

snsjinkensoudan

裁
判
員
制
度

～
名
簿
記
載
通
知
を
発
送
し
ま
す
～

■問
名
古
屋
地
方
裁
判
所
裁
判
員
係

☎
052（
203
）８
９
１
６

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
登
録

さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月
中
旬
に
名
簿
に

登
録
さ
れ
た
こ
と
の
通
知（
名
簿
記
載
通
知
）

を
送
付
し
ま
す（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点

で
20
歳
以
上
の
方
に
限
る
）。

　
こ
の
通
知
は
、
来
年
２
月
頃
か
ら
約
１
年

間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
裁
判
員

に
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
事
前
に

お
伝
え
し
、
あ
ら
か
じ
め
心
づ
も
り
を
し
て

い
た
だ
く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体
的
な
事
件
の

裁
判
員
候
補
者
に
選
ば
れ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
す
ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い

た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん（
実
際
に
裁
判

所
へ
お
越
し
い
た
だ
く
場
合
は
、
別
途
お
知

ら
せ
し
ま
す
）。

イ
ベ
ン
ト
・
催
し
中
止
の
ご
案
内

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
観
点
か
ら
、
参
加
者
お
よ
び
関
係
者
の
皆

様
の
健
康
と
安
全
を
考
慮
し
、
次
の
イ
ベ
ン

ト
・
催
し
を
中
止
し
ま
す
。

・
安
心
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
市
民
大
会

▼
日
時
／
11
月
28
日（
土
）

問
危
機
管
理
課　
☎（
55
）７
１
３
０

11月25日（水）～12月1日（火）は

犯罪被害者週間です
警察では、被害者の方からの様々な電
話相談に応じています。
被害者ご本人だけでなく、ご家族や友
人からのご相談も受け付けています。
困っていること、不安なこと、手助け
など、何でもお気軽にご相談ください。

問　津島警察署　☎（24）0110

市役所　〒496-8555（住所不要）　　FAX（26）1011　　  https://www.city.aisai.lg.jp/


